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規　　　　　　　　則

　 秋 田 県 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 三 年 四 月 二 十 七 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事 　 佐 　 竹 　 敬 　 久

秋 田 県 規 則 第 十 七 号

　 　 　 秋 田 県 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 二 年 秋 田 県 規 則 第 百 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 四 の 六 の 項 中 「 第 十 五 条 の 二 の 五 第 一 項 」 を 「 第 十 五 条 の 二 の 六 第 一 項 」 に 、 「 第 七 項 」 を 「 第 八 項 」 に 改 め

る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 秋 田 県 県 外 産 業 廃 棄 物 の 搬 入 に 係 る 事 前 協 議 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 三 年 四 月 二 十 七 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事 　 佐 　 竹 　 敬 　 久

秋 田 県 規 則 第 十 八 号

　 　 　 秋 田 県 県 外 産 業 廃 棄 物 の 搬 入 に 係 る 事 前 協 議 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 県 外 産 業 廃 棄 物 の 搬 入 に 係 る 事 前 協 議 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 五 年 秋 田 県 規 則 第 六 十 五 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

　 附 則 を 附 則 第 一 項 と し 、 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 　 第 三 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 県 外 排 出 事 業 者 （ 平 成 二 十 三 年 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 に 際 し 災 害 救 助 法 （ 昭 和 二 十 二

年 法 律 第 百 十 八 号 ） が 適 用 さ れ た 市 町 村 （ 特 別 区 を 含 む 。 以 下 「 適 用 市 町 村 」 と い う 。 ） の 区 域 内 に 所 在 す る 事 業 場

に 被 害 を 受 け た も の 並 び に 適 用 市 町 村 及 び 適 用 市 町 村 を 包 括 す る 都 県 に 限 る 。 ） が 当 該 地 震 に よ る 県 外 産 業 廃 棄 物 を

県 内 で 処 分 す る た め に 搬 入 し よ う と す る 場 合 に お け る 条 例 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 協 定 の 締 結 は 、 条 例 第 三 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 協 議 内 容 の 遵 守 、 条 例 第 四 条 第 一 項 の 環 境 保 全 協 力 金 の 納 入 を 要 し な い こ と そ の 他 必 要 な 事 項 に つ い

て 別 に 定 め る 様 式 に よ る 協 定 書 に よ り 行 う も の と す る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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